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　6月1日は、人権擁護委員が施行された日です。全国人権擁護員連合会では、この日を「人権擁護
員の日と定め、皆さんとともに一層の人権尊重思想の啓発に努めることを申し合わせております。

人権擁護委員ってどんな人？
　人権擁護委員は、市町村が推薦し、法務大臣から委嘱された民間の人たちです。現在、約14,000
人の委員が全国に配置されています。

人権擁護委員はどんなことをしているの？

「人権を侵害された」という被害者からの申告を受け、法務局の職員と協力して調査・
処理に当たります。人権相談から手続きに開始する場合もあります。

人権の大切さを多くの人に知って、考えてもらうためにさまざまな活動を行っていま
す。（人権教室、人権こども集会・フェスティバルinやつしろ等で人の大切さを伝えてい
ます。）

地域のみなさんから人権に関する相談に応じます。事案に応じて救済の手続きを始
めます。

「人権擁護委員の日」特設人権相談所を開設します。

【お問い合わせ先】　氷川町役場　町民環境課　戸籍住民係　☎52-5851（直通）

救　済

啓　発

相　談

氷川町の人権擁護委員を紹介します。
伊藤　直江さん（北鹿野）　永田　俊雄さん（高　塚）　守　　正信さん（河　原）
宮村　　惇さん（西上宮）　小田　　修さん（新　村）

　八代人権擁護委員協議会では、下記の日程で「特設人権相談所」を開設します。相談は無
料で、秘密は守られます。お困り方はお気軽にご相談ください。
◆家庭内で悩んでいる  ◆いじめや体罰を受けた  ◆金銭トラブルで悩んでいる 
◆インターネットで誹謗中傷を受けた  など
●日　時　6月1日（火）　10時～15時まで
●場　所　竜北福祉センター　研修室

南
九
州
税
理
士
会
・
も
し
も
し
税
金
相
談
室

　
税
理
士
が
、
電
話
で
税
金
に
関
す

る
相
談
に
無
料
（
20
分
以
内
）
に
て

応
じ
ま
す
。

◆
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

　
０
１
２
０
・
３
７
３
・
６
７
８

◆
相
談
時
間

　
平
日
　
10
時
～
16
時

（
土
日
・
祝
祭
日
、
夏
季
、
年
末

年
始
等
は
休
室
）

※
受
付
担
当
者
が
あ
な
た
の
お
住
い

の
地
域
お
よ
び
電
話
番
号
を
お
た

ず
ね
し
、
お
近
く
の
税
理
士
か
ら

直
接
あ
な
た
へ
折
り
返
し
電
話
い

た
し
ま
す
。

※
詳
し
く
は「
南
九
州
税
理
士
会
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ（http://w

w
w

.m
kzei.

or.jp/

）」を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
南
九
州
税
理
士
会
事
務
局

　
担
当
：
才
津
（
さ
い
つ
）

〒
８
６
２
・
０
９
７
１
熊
本
市
中

央
区
大
江
５
丁
目
17
番
５
号

☎
０
９
６
・
３
７
２
・
１
１
５
１

Ｆ
Ａ
Ｘ
０
９
６
・
３
６
２
・
７
３
０
５

e-m
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第
24
回
九
州
国
際
ス
リ
ー
デ
ー

マ
ー
チ
２
０
１
８
参
加
者
募
集

◆
日
　
時
　
５
月
11
日
㈮
・
12
日
㈯
・

13
日
㈰  

※
雨
天
決
行

◆
場
　
所
　
球
磨
川
河
川
緑
地

コ
ー
ス
　
40
㎞（
30
㎞
）、20
㎞
、

10
㎞
、５
㎞

※
３
日
間
違
う
コ
ー
ス
を
楽
し
め
ま
す
。

※
１
日
だ
け
歩
い
て
も
３
日
間
歩
い
て
も

Ｏ
Ｋ
。（
申
し
込
み
金
額
は
同
じ
で
す
）

◆
ス
タ
ー
ト
時
間

距
離 

　
　
　
出
発
式
　 

ス
タ
ー
ト

40
㎞（
30
㎞
） ７
：
10 

　  

７
：
30

20
㎞ 

　
　
　
８
：
10 

　  

８
：
30

10
㎞ 

　
　
　
９
：
40
　  

10
：
00

５
㎞ 

　
　
　
９
：
40
　  

10
：
10

※
当
日
の
会
場
受
付
は
、
ス
タ
ー
ト

時
間
の
１
時
間
前
か
ら
で
す
。

◆
参
加
費
（
当
日
申
込
み
）

一
般
（
記
念
品
な
ど
含
む
）

　
２
︐０
０
０
円

八
代
市
・
氷
川
町
在
住
の
人
　

　
７
０
０
円

高
校
生
以
下
：
無
料

問
九
州
国
際
ス
リ
ー
デ
ー
マ
ー
チ
実
行

委
員
会
（
八
代
市
観
光
振
興
課
内
）

　
☎
０
９
６
５
・
33
・
４
１
３
２

御
立
岬
ビ
ー
チ
サ
ッ
カ
ー
フ
ェ
ス

テ
ィ
バ
ル
２
０
１
８

◆
日
　
時

６
月
９
日
㈯
　
予
選（
一
般
の
部
の
み
）

10
日
㈰
　
予
選
、決
勝
ト
ー
ナ
メ
ン
ト

◆
場
　
所
　
御
立
岬
海
水
浴
場

◆
参
加
チ
ー
ム
募
集

 

（
申
込
締
切
：
５
月
11
日
）

○
一
般
の
部
（
参
加
費
）

チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
ク
ラ
ス

　
２
０
︐０
０
０
円

フ
レ
ン
ド
リ
ー
ク
ラ
ス

　
１
７
︐０
０
０
円

○
女
子
の
部
　
１
０
︐０
０
０
円

○
小
学
生
の
部
　
５
︐０
０
０
円

○
中
学
生
の
部
　
５
︐０
０
０
円

※
登
録
選
手
は
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
ク
ラ

ス
15
人
以
内
、
そ
の
他
の
部
門
10

人
以
内

問
ビ
ー
チ
サ
ッ
カ
ー
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ

ル
実
行
委
員
会

☎
０
９
６
６
・
82
・
２
５
１
１

し
て
、無
料
法
律
相
談（
手
続
き
案

内
）会
が
行
わ
れ
ま
す
。

　
予
約
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。弁
護

士
に
よ
る
法
律
相
談
も
有
り
ま
す
。

◆
日
　
時

５
月
18
日
㈮
10
時
～
15
時（
受
付

は
14
時
30
分
ま
で
）

◆
場
　
所

熊
本
地
方
・
家
庭
裁
判
所
八
代
支

部
２
階

八
代
市
西
松
江
城
町
１
・
41

問
熊
本
地
方
裁
判
所
八
代
支
部
庶
務
課

　
☎
32
・
２
１
７
５

平
成
31
年
３
月
新
規
学
校
卒
業
者

対
象
求
人
申
込
み
の
た
め
の
事
業

主
向
け
説
明
会
の
開
催
に
つ
い
て

　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
八
代
で
は
、
来
春

の
新
規
学
校
卒
業
者
の
採
用
を
予
定

さ
れ
て
い
る
事
業
所
を
対
象
に
、
求

人
申
込
み
の
手
続
き
や
求
人
ル
ー
ル

お
よ
び
適
正
な
採
用
選
考
の
啓
発
を

目
的
と
し
て
「
新
規
学
校
卒
業
者
対

象
求
人
申
込
み
の
た
め
の
自
業
主
向

け
説
明
会
」
を
開
催
し
ま
す
。

　
事
業
主
の
皆
さ
ま
に
お
か
れ
ま
し

て
は
、
新
規
学
校
卒
業
者
の
採
用
に

つ
い
て
ご
検
討
い
た
だ
き
、
是
非
、

本
説
明
会
に
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
す

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

◆
日
　
時

５
月
24
日
㈭

14
時
～
16
時

（
受
付
：
13
時
30
分
～
）

◆
場
　
所

や
つ
し
ろ
ハ
ー
モ
ニ
ー
ホ
ー
ル
　

市
民
ホ
ー
ル

八
代
市
新
町
５
・
20

☎
53
・
０
０
３
３

◆
参
加
対
象
者

事
業
主
又
は
人
事
担
当
者
（
採
用

選
考
を
直
接
実
施
さ
れ
る
方
）

※
参
加
に
つ
い
て
は
、
事
前
の
申
し

込
み
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
八
代

 

（
八
代
公
共
職
業
安
定
所
）
学
卒
係

　
☎
31
・
８
６
０
９

八
代
市

芦
北
町

氷
川
町
・
八
代
市
・
芦
北
町
定
住
自
立
圏
イ
ベ
ン
ト
情
報

人
口
減
少
が
進
む
中
、氷
川
町
で
は
八
代
市
・
芦
北
町
と
定
住
自
立
圏
を
形
成
し
、連
携

し
て
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
図
る
こ
と
に
よ
り
定
住
促
進
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。


